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―――――――――――――――――――――――――――――――――――
１．ＧＩの登録について
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
　農林水産省は、令和3年10月7日（木）に、特定農林水産物等の名称の保護に
関する法律（ＧＩ法）に基づき次の産品を地理的表示として登録しましたので、
お知らせします。

◆ 登録された産品

　●ビントゥアン ドラゴンフルーツ（登録番号第110号）
　　生産地：ベトナム
　　生産者団体：ビントゥアンドラゴンフルーツ協会
　　産品の区分：第１類 農産物類 果実類（ドラゴンフルーツ）

※　ビントゥアン ドラゴンフルーツは、農林水産省とベトナム知的財産庁と
　　の地理的表示に係る協力覚書に基づく、両国のＧＩ産品を相互申請する試
　　行的事業の結果、登録に至ったものです。（なお、我が国産品については
　　鹿児島黒牛、市田柿がベトナムで登録されています。）
  
　●くまもと塩トマト（クマモトシオトマト）（登録番号第111号）
　　生産地：熊本県
　　生産者団体：八代ＧＩブランド推進協議会
　　生産者団体：不知火塩トマト出荷者協議会
　　産品の区分：第１類 農産物類 野菜類（トマト）

※　登録産品の詳細はこちらをご覧ください。
地理的表示（ＧＩ）保護制度～登録産品一覧～
　（URL）https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
２．登録申請の公示のお知らせ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
　下記の産品について、登録申請の公示を行いました。

◆　登録申請の内容が公示された産品

●　阿久津曲がりねぎ（アクツマガリネギ）（令和3年10月11日公示）
　　生産地（都道府県名のみ）：福島県
　　申請者：阿久津曲がりねぎ保存会　会長　橋本 昌幸



　意見書提出期間は、公示日から３か月間です。
　公示産品一覧及び公示産品の詳細は、こちらを御覧ください。
　（URL）https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/notice/index.html 

　なお、本メールマガジンは、地理的表示（ＧＩ）保護制度のホームページに
公示された内容について、その概略をお伝えするものです。
ホームページに掲載された内容が正式な公示内容となりますので、必ずホーム
ページを確認いただきますようお願いいたします。

GIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGI

[地理的表示メールマガジン]
　発行：農林水産省輸出・国際局知的財産課
　住所：〒１００－８９５０　東京都千代田区霞が関１－２－１
　電話番号：０３－３５０２－８１１１（内線４２８４）
　FAX：０３－３５０２－５３０１
　https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/mailmag/index.html

　メールアドレスの変更、メールマガジンの配信登録、配信停止はこちら
　https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/chg.html
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